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医
業
承
継
の
形
態
と
各
ポ
イ
ン
ト

　

団
塊
の
世
代
（
昭
和
22
年

〜
昭
和
24
年
生
ま
れ
）
に
当

た
る
医
療
機
関
の
開
業
医
、

１
９
８
５
（
昭
和
60
）
年
の

医
療
法
改
正
に
よ
る
「
一
人

医
師
医
療
法
人
」
の
理
事
長

も
含
め
て
、
世
代
交
代
を
迎

え
る
時
期
に
き
て
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
状
況
下
、
２

０
１
５
（
平
成
27
）
年
１
月

１
日
以
後
の
相
続
税
に
つ
い

て
は
、
基
礎
控
除
の
４
割
縮

小
や
最
高
税
率
の
引
上
げ
等

に
よ
る
増
税
が
実
施
さ
れ
た

こ
と
も
あ
り
医
業
承
継
へ
の

関
心
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

医
業
承
継
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を

逃
し
、
ま
た
上
手
く
果
た
せ

な
け
れ
ば
、
今
後
、
医
師
・

歯
科
医
師
の
高
齢
化
は
さ
ら

に
進
ん
で
い
き
閉
院
・
解
散

へ
の
道
を
辿
ら
ざ
る
を
得
な

く
な
る
と
考
え
ら
れ
、
地
域

医
療
の
発
展
も
危
ぶ
ま
れ
る

こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
そ
の
よ
う
な
昨
今
で
す

の
で
、
医
業
承
継
の
ポ
イ
ン

ト
を
掲
載
致
し
ま
し
た
。

　

ひ
と
く
ち
に
医
業
承
継
と

い
っ
て
も
、
既
存
の
診
療
所

が
「
個
人
」
な
の
か
「
法

人
」
な
の
か
、
ま
た
後
継
者

が
「
親
族
」
な
の
か
「
第
三

者
」
な
の
か
等
医
業
承
継
の

形
態
を
図
Ⅰ
の
よ
う
に
分
類

で
き
ま
す
。

　

紙
面
の
都
合
上
、
当
該
分

類
を
Ａ
・
Ｂ
に
区
分
し
各
ポ

１
．
生
前
承
継
の
ケ
ー
ス

○ 
生
前
に
ご
子
息
等
へ
承
継

す
る
場
合
に
は
、
後
継
者

の
医
師
と
し
て
の
資
質
の

み
で
な
く
、
患
者
さ
ん
へ

の
接
し
方
、
ス
タ
ッ
フ
か

ら
の
信
頼
感
等
、
経
営
者

と
し
て
の
資
質
を
見
極
め

な
が
ら
、
承
継
の
タ
イ
ミ

ン
グ
を
は
か
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。ま
た
、個
人
で
所

参
照
下
さ
い
。

２ 

．
相
続
に
よ
る
承
継
の
ケ

ー
ス

　

生
前
承
継
の
ケ
ー
ス
と
違

い
、
承
継
の
タ
イ
ミ
ン
グ
は

相
続
が
発
生
し
た
時
と
な
り

ま
す
。
ま
た
、
個
人
で
所
有

し
て
い
る
医
院
経
営
に
か
か

わ
る
土
地
、
建
物
、
医
療
機

器
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら

相
続
に
よ
り
移
す
こ
と
に
な

り
、
生
前
承
継
と
違
い
、
選

択
の
余
地
は
あ
り
ま
せ
ん
。

相
続
に
よ
る
承
継
の
ケ
ー
ス

で
は
、
亡
く
な
っ
た
方
の
所

有
す
る
遺
産
は
、
医
院
経
営

に
か
か
わ
る
財
産
も
含
め

て
、
相
続
人
の
分
割
対
象
と

な
り
ま
す
。

　

第
三
者
へ
の
事
業
承
継
に

お
い
て
は
、
承
継
相
手
を
探

す
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。

　

承
継
相
手
が
見
つ
か
っ
た

と
し
て
、
次
に
医
院
の
土

地
、
建
物
、
医
療
用
機
器
、

医
薬
品
在
庫
等
の
有
形
の
資

産
の
み
で
な
く
、
医
院
の
患

者
集
客
力
、
信
用
等
の
無
形

の
資
産
も
含
め
て
、
売
却
価

格
を
双
方
で
合
意
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
お
互
い
に
十

分
に
話
し
合
っ
て
お
か
な
い

と
承
継
前
に
想
定
し
て
い
な

か
っ
た
リ
ス
ク
が
生
じ
て
、

ト
ラ
ブ
ル
の
も
と
に
な
り
ま

す
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

が
必
要
で
す
。

① 

診
療
所
の
閉
院
に
伴
う
行

政
へ
の
手
続
き

② 

ス
タ
ッ
フ
退
職
に
伴
う
社

会
保
険
な
ど
の
手
続
き

　

後
継
者
が
い
な
い
場
合

は
、
閉
院
す
る
こ
と
も
選
択

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

診
療
所
を
閉
院
す
る
時
に
は

大
き
く
次
の
二
つ
の
手
続
き

　

遺
産
の
構
成
が
医
院
経
営

に
か
か
わ
る
資
産
に
偏
っ
て

い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
事

業
継
続
に
必
要
な
事
業
用
財

産
を
後
継
者
が
相
続
で
き
ず

に
、
円
滑
な
事
業
承
継
の
妨

げ
に
な
る
恐
れ
が
あ
り
ま

す
。

　

可
能
で
あ
れ
ば
、
院
長
が

健
在
な
間
に
「
医
業
承
継
者

以
外
の
相
続
人
」
に
「
医
業

以
外
の
財
産
の
生
前
贈
与
」

（
相
続
時
精
算
課
税
等
利

用
）
や
「
遺
言
」
を
利
用

し
、
当
該
者
に
説
明
す
る
と

同
時
に
遺
留
分
放
棄
の
承
認

を
得
て
、
家
庭
裁
判
所
に
申

請
・
許
可
を
取
っ
て
お
く
と

遺
留
分
を
め
ぐ
る
紛
争
は
未

然
に
防
止
さ
れ
ま
す
。

有
し
て
い
る
医
院
経
営
に

か
か
わ
る
土
地
、建
物
、医

療
用
機
器
を
ど
の
よ
う
に

移
し
て
い
く
か
も
選
択
で

き
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

 　
移
動
方
法
と
し
て
は
、

売
却
（
譲
渡
）、
贈
与
、

賃
貸
（
レ
ン
タ
ル
）
が
あ

り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

税
金
も
大
き
な
問
題
と
な

り
ま
す
。

〈
参
考
〉

　

親
子
承
継
を
機
に
医
院
を

新
築
・
移
転
す
る
ケ
ー
ス

　

こ
れ
は
医
院
承
継
を
ア
ピ

ー
ル
す
る
意
味
で
集
患
効
果

も
高
く
な
り
ま
す
が
、
最
新

医
療
機
器
の
導
入
対
応
、
患

者
の
ニ
ー
ズ
や
年
齢
層
の
変

化
に
も
配
慮
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
診
療
圏
の
再
調
査
を

行
う
く
ら
い
の
十
分
な
検
討

が
必
要
で
す
。

○ 

個
人
開
業
医
が
組
織
変
更

に
よ
り
、「
基
金
拠
出
型

医
療
法
人
」
を
設
立
し
、

管
理
者
及
び
理
事
長
変
更

手
続
き
に
よ
り
実
質
承
継

す
る
。
な
お
、
法
人
化
の

判
断
は
図
Ⅱ
を
参
照
く
だ

さ
い
。
ま
た
承
継
ポ
イ
ン

ト
は
、「
ポ
イ
ン
ト
Ｂ　

法
人
診
療
所
の
承
継
」
を

イ
ン
ト
を
簡
略
に
述
べ
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

医
療
法
人
の
承
継
を
考
え

る
際
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
、
医
療
法
人
に

お
い
て
開
設
者
は
医
療
法

人
、
管
理
者
は
理
事
長
と
い

う
よ
う
に
所
有
と
経
営
が
分

離
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
そ
の
た
め
所
有
の
承

継
の
た
め
の
出
資
持
分
の
移

転
と
い
う
手
続
き
と
、
経
営

の
承
継
の
た
め
の
理
事
長
の

交
代
と
い
う
手
続
き
が
必
要

に
な
り
ま
す
。
個
人
診
療
所

の
場
合
と
は
異
な
り
、
廃
業

・
開
業
手
続
な
ど
は
必
要
な

い
た
め
、
事
業
承
継
は
医
療

法
人
の
方
が
ス
ム
ー
ズ
で
あ

る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

問
題
は
、「
経
過
措
置
型
医

療
法
人
」
の
持
分
で
す
。
持

分
と
は
、「
定
款
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
出
資
額
に
応

じ
て
払
戻
し
又
は
残
余
財
産

　

医
療
法
人
も
他
の
営
利
法

人
と
同
様
に
解
散
す
る
こ
と

が
可
能
で
す
。
通
常
、
法
人

が
解
散
す
る
場
合
に
は
行
政

当
局
の
許
認
可
は
必
要
あ
り

ま
せ
ん
。
会
社
法
の
規
定
に

従
っ
て
解
散
手
続
き
を
粛
々

と
進
め
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
医
療
法

人
の
場
合
に
は
設
立
・
解
散

の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
行
政

機
関
と
の
関
わ
り
が
必
要
で

す
。
解
散
事
由
は
医
療
法
に

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
（
医
療

法
55
条
）。
法
律
が
定
め
て

い
る
以
外
の
事
由
に
よ
る
解

散
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
解

散
し
た
医
療
法
人
に
財
産
が

残
っ
た
場
合
（
残
余
財
産
）

に
は
分
配
が
な
さ
れ
ま
す
。

い
わ
ゆ
る
持
分
を
有
し
て
い

る
方
々
（
出
資
者
）
に
分
配

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

２
０
０
７
（
平
成
19
）
年

４
月
１
日
以
降
は
、
医
療
法

の
改
正
に
よ
り
持
分
を
有
す

る
社
団
医
療
法
人
は
設
立
で

き
ま
せ
ん
。
そ
れ
以
前
に
設

立
し
て
い
た
「
経
過
措
置
型

医
療
法
人
」
に
お
い
て
生
ず

る
問
題
で
す
。

　

特
に
設
立
時
点
に
お
い
て

は
、
出
資
金
が
わ
ず
か
で

も
、
現
在
の
価
値
に
お
い
て

大
幅
に
上
昇
し
て
い
た
場
合

に
は
、
多
額
の
分
配
が
な
さ

れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

「
基
金
拠
出
型
医
療
法

人
」
に
お
い
て
は
、
残
余
財

産
の
帰
属
者
は
厚
生
労
働
省

令
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
者

に
限
ら
れ
ま
す
。

　

持
分
の
帰
属
す
る
者
が
い

な
い
場
合
に
は
、
国
庫
に
帰

属
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

清
算
手
続
き
が
完
了
し
た

場
合
に
は
都
道
府
県
知
事
に

そ
の
旨
を
届
出
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。 

（
終
わ
り
）

の
分
配
を
受
け
る
権
利
」
を

い
い
ま
す
。
持
分
は
、
事
業

承
継
時
の
時
価
で
評
価
さ
れ

ま
す
。
つ
ま
り
、
当
該
医
療

法
人
に
利
益
の
蓄
積
が
あ
れ

ば
あ
る
ほ
ど
、
持
分
の
評
価

は
大
き
く
な
り
、
税
金
問
題

が
発
生
し
ま
す
。「
基
金
拠

出
型
医
療
法
人
」
の
場
合
に

は
利
益
の
蓄
積
に
よ
る
税
金

問
題
は
発
生
致
し
ま
せ
ん
。

図Ⅰ　医業承継の形態
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図Ⅱ　医療法人化への移行参考資料

【節税メリットで考えると】
１　社会保険診療報酬が5000万円超→措置法26条が適用できなくなった
２ 　個人所得税の税率が33％に達した（プラス個人住民税10％必要）
３ 　収入が5000万円を超えて安定し所得も安定してきている

【節税以外で考えると】
１　分院や介護事業への進出
２　事業承継
３　社会的信用→設備投資（銀行融資等に有利）優秀な人材の確保

一人医師医療法人
メリット デメリット

税
金
・
経
費
の
負
担

所得分散による節税
給与所得控除による節税
役員退職金の損金算入
生命保険加入による節税
青色欠損金の繰越
（個人３年→法人10年）
経営と家計の分離

青色申告特別控除不適用
（不動産所得は適用）
均等割住民税の課税
（最低年７万円）
交際費　→　原則年800万円限度
厚生年金強制加入による負担増
法人の認可、設立、変更登記の
負担増
決算、税務申告、知事届出費用の
増加

経
営
等

支払基金の源泉徴収が不要
福利厚生の充実
（厚生年金、生命保険等）
信用力向上
（銀行、医薬・材料業界）
介護老人保健施設の経営
有料老人ホームの設置
分院の設置
事業継承が容易

解散の制約、残余財産の私的分配
禁止
法人剰余金の配当禁止
小規模企業共済の中途解約
国民年金基金からの脱退
決算書等の公開


